
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２函第３８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年８月２９日 ０９時００分ごろ 

発生場所 北海道浦河町浦河港南方沖 

 浦河町所在の浦河灯台から真方位１７１.５°２２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°４８.０′ 東経１４２°５１.０′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二十八新生
しんせい

丸、１９トン 

   ＡＭ２－５３１６（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 北盛
ほくせい

丸、９.７トン 

   ＨＫ２－２２６５６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首曲損等 

Ｂ 船首損壊等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、浦河港南方沖においていか一

本釣り漁の操業を行ったのち、イカの群れの動きに合わせて先回りし

て再度操業を行うため、船長Ａが操舵室内に立って手動操舵により操

船に当たり、対地速力約７ノットで北進した。 

 船長Ａは、霧がかかっていたり、かかっていなかったりする状況

下、１Ｍレンジとしていたレーダー画面において、右舷及び左舷前方

に漂泊して操業中と思われる２隻のいか一本釣り漁船の映像を認め、

前方にはその他のレーダー映像を認めなかったので、正船首方に他船

はいないものと思い、ソナーによる魚群探索及びレーダー監視を行い

ながら航行を続けていたところ、正船首にＢ船のレーダーマストを認

め、慌てて機関を後進としたが、平成２３年８月２９日０９時００分

ごろＡ船の船首とＢ船の船首が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、漁場を移動しながら浦河港南

方沖の漁場に至り、漂泊していか一本釣り漁の操業を開始した。 

 船長Ｂは、３Ｍ及び１.５Ｍレンジとしていたレーダー２台の画面

において、Ｂ船に接近する数隻のいか一本釣り漁船の映像を認め、Ｂ

船と同じ場所に漂泊して操業するために接近して来るものと思い、ま

た、まさか衝突することはないものと思って操舵室左舷側のドアを開



 

け、左舷甲板の自動いか釣り機の釣果を確認しており、ふと前方を振

り返ったところ、正船首方にＡ船の船首を認めたが、舵及び機関操作

を行う間もなくＡ船とＢ船が衝突した。 

 両船は、自力で浦河港及び北海道様似町様似港へそれぞれ入港し

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧及び曇り、風向 南、風力 ３、視界 不良 

海象：うねり 約２ｍ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、イカの群れの動きに合わせて先回りする際、レーダー監

視を続けていたが、うねり及び海面反射の影響があり、Ｂ船のレーダ

ー映像が分からず、衝突直前までＢ船に気付かなかった。 

 両船は、視界制限状態における音響信号を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、浦河港南方沖を北進中、船長Ａが、レーダー画面におい

て、前方に２隻の漁船を認めたが、海面反射等の影響によりＢ船のレ

ーダー映像が分からず、正船首方に他船はいないものと思い、見張り

を適切に行っていなかったことから、前路で操業のために漂泊中のＢ

船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、浦河港南方沖でいか一本釣り漁を行って漂泊中、船長Ｂ

が、レーダー画面において、Ｂ船に接近する漁船の映像を認めたが、

Ｂ船と同じ場所で漂泊して操業を行うために接近して来るので衝突す

ることはないものと思い、操業に意識を集中し、見張りを行っていな

かったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、浦河港南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船がいか一本

釣り漁を行って漂泊中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、ま

た、船長Ｂが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界の状況、付近の船舶の状況を考慮してレーダーを適切に使用

すること。 

 ・視界制限状態にある水域又はその付近を航行する場合には、音響

信号（霧中信号）を実施すること。 

 




